
たきかわ産経広告に関する要領 

 

平成２５年４月１日 

 

 本要領は、たきかわ産経広告料等の要領について掲載するものとする。 

 

１．広 告 種 類 

 ⑴ 紙面広告 

 ⑵ 折込広告 

２．枠 サ イ ズ  ⑴ 紙面広告 １／２段（縦４５㎜×８７㎜）、１段（縦４５㎜×１７６㎜） 

                ２段（縦９６㎜×１７６㎜） 

         ⑵ 折込広告 Ａ４版１枚 

３．申 込 期 限  たきかわ産経発行月（奇数月）の前月の２０日 

４．申 込 方 法  広告掲載申込書と広告の原稿を申込期限までに提出する。ただし、紙面広告に

ついては、データも可能。 

５．掲 載 位 置  紙面広告の掲載位置は、当所で決定する。 

６．掲 載 条 件  ⑴ 会員の場合は、会費の未納がないこと。 

         ⑵ 折込広告は、５・７・９・１１月号とする。 

７．掲 載 基 準  ⑴ 法令などに違反するもの、公序良俗に反するもの、政治活動・宗教活動に

関するもの、意見広告または個人の宣伝に関するものは掲載しない。 

         ⑵ 当所が掲載する広告として不適当と判断した場合は掲載しない。 

８．そ の 他  ⑴ 紙面の都合により掲載を断ることが出来る。 

         ⑵ 広告料は掲載決定後、掲載月の１０日までに納入する。また、複数回数折

込をする場合、初回掲載月の１０日までに一括納入する。なお、納入した広

告料は還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載

が出来なかった場合は、この限りではない。 

         ⑶ 広告の内容に関する責任は、広告主が負う。 

         ⑷ この要領により難い場合については、その都度編集責任者と協議し決定す

る。 

 



 

たきかわ産経広告料 

 

＜紙面広告＞ ５・７・９・１１・１・３月号 

区 分 会 員 非 会 員 

１/２段 ３，３００円   ６，６００円 

１  段 ５，５００円 １１，０００円 

２  段 １１，０００円 ２２，０００円 

（税込） 

＜折込広告＞ ５・７・９・１１月号 

区 分 会 員 非 会 員 

１  回 １６，５００円 ３３，０００円 

２  回 ２７，５００円 ５５，０００円 

３  回 ３３，０００円 ６６，０００円 

４  回 ３８，５００円  ７７，０００円 

  ※２回以降の料金は折込を連続した場合の金額です。（税込） 

         

 

 



専 務 理 事 事 務 局 長 次長・所長 課 長 課 長 補 佐 係 長 係

滝　川　商　工　会　議　所

　会　頭　 明  　円　  直　  志 　 殿

・遵守事項・たきかわ産経広告に関する要領を遵守いたします。

〒

１．紙 面 広 告（１／２段・１段・２段）・２．折 込 広 告

 別紙添付書類のとおり

 令和　　年　　月号／令和　　年　　月号～令和　　年　　月号までの　　ヶ月間

　　　　　　　　　円

※広 告 料

＜紙面広告＞５・７・９・１１・１・３月号

（税込）

＜折込広告＞５・７・９・１１月号

（税込）

℡ 0125-22-4341   ＦＡＸ 0125-23-5252

      令和　　　年　　　月　　　日

たきかわ産経広告掲載申込書

下記のとおり、申し込みいたしたく許可願います。

〒073-8511 滝川市大町１－８－１

電　話　番　号

広 告 料

掲 載 月

掲 載 原 稿

広 告 種 類

担 当 責 任 者

住 所

区　　分 会　　員

　６，６００円

非　会　員

１／２段 　３，３００円

事 業 所 名

１　　段 　５，５００円 １１，０００円

２　　段 １１，０００円 ２２，０００円

３　　回 ３３，０００円 ６６，０００円

区　　分 会　　員 非　会　員

１　　回 １６，５００円 ３３，０００円

 連絡状況：  請求状況：  入金状況：  その他：

２　　回 ２７，５００円 ５５，０００円

４　　回 ３８，５００円 ７７，０００円


